
面会緩和のお知らせ
（令和８年７月から面会体制が変わります）

患者さまの安全のため、また

感染対策ため、以下の場合は

「面会をお断り」いたします。

ご理解とご協力をお願い致します。

面会時間：平日）１4時～２０時 休日）１0時～20時

□サージカル（不織布）マスクが着用できない方

□２日以内に、以下の症状などがある場合
・37.0度以上の発熱または悪寒
・風邪症状（咳・のどの違和感・関節痛など）
・強いだるさ
・下痢・嘔吐・腹痛

□コロナやインフルエンザに罹った方（10日以内）
または、接触があった方（5日以内）

◆面会にあたってのお願い◆

  〇面会中は必ずマスクを着用
〇原則、面会中の飲食は禁止
〇「面会者台帳」への記入
〇「面会者札」の着用 が必要です。
※面会札は外から見える位置での着用をお願いします。

令和８年６月２3日発行
都城医療センター院長

※ご不明な点がございましたらスタッフへお声掛けください。
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